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議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
国
に
よ
る
年
金
財
政
の
再
計
算
に
あ
た
り
、
議
論
を
深
め
る
上
で
欠
か
せ
な
い
情
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開
示

と
デ
ー
タ
に
関
す
る
質
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に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
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送
付
す
る
。

平
成
十
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弁
第
一
五
三
号



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
国
に
よ
る
年
金
財
政
の
再
計
算
に
あ
た
り
、
議
論
を
深
め
る
上
で
欠
か
せ
な
い
情
報
の

開
示
と
デ
ー
タ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
納
付
書
の
送
付
を
別
扱
い
と
す
る
」
と
は
、
通
常
は
被
保
険
者
に
対
し
て
直
接
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書

（
以
下
「
納
付
書
」
と
い
う
。
）
を
郵
送
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
年
金
制
度
に
対
し
て
理
解
が
な
い
者
に
対
し
て
は
、
納
付
書

を
直
接
郵
送
せ
ず
に
、
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に
一
括
し
て
送
付
し
た
上
で
、
戸
別
訪
問
に
よ
り
制
度
の
趣
旨
を
説
明
し

な
が
ら
手
渡
す
等
特
別
な
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
事
務
が
市
町
村
か
ら
国
へ
と
移
管
さ
れ
た
平
成
十
四
年
度
か
ら
実

施
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
三
年
度
に
開
催
し
た
地
方
社
会
保
険
事
務
局
及
び
社
会
保
険
事
務
所
の
実
務
担
当
者
説

明
会
で
、
資
料
を
用
い
て
「
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
発
送
に
あ
た
っ
て
特
別
な
対
応
が
必
要
な
者
・
・
・
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
徴
収
事
蹟
処
理
票
で
入
力
を
行
う
こ
と
に
よ
り
納
付
書
を
別
作
成
し
、
各
社
会
保
険
事
務
局
・
・

・
へ
送
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
」
と
説
明
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
「
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
民
年
金
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

一



付
け
庁
保
険
発
第
二
号
社
会
保
険
庁
運
営
部
年
金
保
険
課
長
通
知
）
に
お
い
て
も
、
「
納
付
書
の
発
送
に
当
た
っ
て
地
域
の

実
情
を
勘
案
し
、
特
別
な
対
応
が
必
要
な
者
・
・
・
に
つ
い
て
は
、
納
付
書
を
別
作
成
し
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
の
指
定

し
た
場
所
へ
送
付
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
あ
て
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
の
三
鷹
庁
舎
（
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
前
は
同
庁
の
三
鷹
庁
舎
）
及
び
高
井
戸

庁
舎
（
同
日
前
は
同
庁
の
高
井
戸
庁
舎
）
に
設
置
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
等
の
適
用
及
び
保
険
料
の
徴
収
、
厚

生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
給
付
等
に
使
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ

ム
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
等
の
適
用
及
び
保
険
料
の
徴
収
等
に
使
用
さ
れ
る
記
録
管
理
シ
ス
テ
ム

及
び
基
礎
年
金
番
号
管
理
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
記
録
管
理
シ
ス
テ
ム
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年

金
の
給
付
等
に
使
用
さ
れ
る
年
金
給
付
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
年
金
給
付
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
各
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
記
録
管
理
シ
ス
テ
ム
等
又
は
年
金
給
付
シ
ス
テ
ム
の
ど
ち
ら
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
は
、
別

表
第
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
記
録
管
理
シ
ス
テ
ム
等
及
び
年
金
給
付
シ
ス
テ
ム
に
係
る
契
約
の
契
約
相
手
先
企
業
、
契
約
形

二



態
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
又
は
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
区
分
及
び
契
約
金
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
記
録
管
理
シ
ス
テ
ム
等
に
係
る
契
約
は
、
契
約
先
企
業
の
電
気
通
信
設
備
で
あ
る
三
鷹
庁
舎
に
所
在
す
る
ハ
ー
ド

ウ
ェ
ア
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
の
設
備
、
回
線
及
び
端
末
設
備
の
利
用
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
年
金
給
付
シ
ス
テ
ム
に

は
ん

係
る
契
約
の
う
ち
、
賃
貸
借
契
約
は
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
汎
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
賃
借
す
る
こ
と
を
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に

係
る
請
負
契
約
は
機
器
の
導
入
、
設
定
及
び
撤
去
に
係
る
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
請
負
契

約
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
に
係
る
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

記
録
管
理
シ
ス
テ
ム
等
に
係
る
利
用
契
約
に
つ
い
て
は
、
毎
月
、
株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
に
対
し
て
、

関
連
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
に
係
る
対
価
を
含
む
利
用
料
を
支
払
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
支
払
期
日
を
徒
過
し
た
当

該
利
用
料
は
存
在
し
な
い
。
な
お
、
同
利
用
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
は
、
同
社
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
額

を
支
払
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
年
金
給
付
シ
ス
テ
ム
に
係
る
賃
貸
借
契
約
及
び
請
負
契
約
に
つ
い
て
も
、
支
払
期
日
を
徒
過
し
た
賃
借
料
等
は
存

在
し
な
い
。

三



一
の
（
�
）
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
五
六
第
一
〇
九
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
の
別

表
第
二
に
記
載
し
た
三
鷹
庁
舎
及
び
高
井
戸
庁
舎
で
の
業
務
内
容
の
詳
細
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

昭
和
五
十
五
年
か
ら
、
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
年
金
相
談
業
務
及
び

被
保
険
者
資
格
記
録
の
照
会
業
務
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
業
務
は
年
金
受
給
者
及
び
被
保
険
者
に
対
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
等
の
福
祉
施
設
事
業
費
等
と
し
て
保
険
料

財
源
を
充
て
る
こ
と
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
係
る
支
出
の
中

で
、
保
険
料
財
源
に
よ
る
も
の
が
一
般
財
源
に
よ
る
も
の
を
上
回
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
経
費
の
財
源
と
し
て
は
、
原
則
と
し
て
、
保
険
料
徴
収
業
務
、
各
種
統
計
業
務
等
の

業
務
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
等
の
業
務
取
扱
費
と
し
て
一
般
財
源
を
充
て
て
い
る
が
、
社
会
保
険

オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
よ
る
個
別
具
体
的
な
年
金
相
談
へ
の
対
応
、
給
付
裁
定
事
務
の
処
理
時
間
の
短
縮
等
に
係

る
経
費
に
つ
い
て
は
、
年
金
受
給
者
及
び
被
保
険
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
厚
生

四



保
険
特
別
会
計
等
の
福
祉
施
設
事
業
費
等
と
し
て
保
険
料
財
源
を
充
て
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
の
別
表
第
八
（
そ
の
�
）
に
記
載
し
た
「
被
保
険
者
数
」
の
う
ち
、
第
一
号
被
保
険
者
数
、
第
三
号
被
保
険

者
数
及
び
免
除
者
数
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

任
意
加
入
被
保
険
者
の
適
用
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
法
定
受
託
事
務
（
平
成
十
二
年
三
月
末
ま
で
は
機
関
委
任
事

務
）
と
し
て
市
町
村
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
適
用
及
び
保
険
料
に
関
す

る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
付
け
庁
保
険
発
第
十
七
号
社
会
保
険
庁
年
金
保
険
部
国
民
年
金

課
長
及
び
業
務
第
一
課
長
通
知
）
に
よ
り
、
各
都
道
府
県
民
生
主
管
部
（
局
）
国
民
年
金
主
管
課
（
部
）
長
に
対
し
て
、

「
任
意
加
入
被
保
険
者
の
被
保
険
者
期
間
満
了
に
よ
る
資
格
喪
失
は
、
従
前
の
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
に
改
め
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
六
十
歳
を
超
え
る
被
保
険
者
期
間
に
つ
い
て
引
き
続
き
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の
案
内
を
行
う
と
き
は
、

加
入
可
能
年
数
を
超
え
る
者
の
加
入
を
防
ぐ
た
め
、
注
意
を
呼
び
か
け
る
文
面
を
印
刷
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
市
町
村
を
指
導
す
る
こ
と
。
」
と
通
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五



二
に
つ
い
て

基
礎
年
金
制
度
は
、
老
後
生
活
の
基
礎
的
な
部
分
に
対
応
し
た
全
国
民
共
通
の
給
付
を
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
現
役

世
代
全
体
で
公
平
に
支
え
る
仕
組
み
で
あ
り
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
よ

り
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
四
十
年
間
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
さ
れ
、
ま
た
、
同
法
第
八
十
八
条
第
一

項
に
よ
り
、
被
保
険
者
に
は
保
険
料
の
納
付
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で

の
間
保
険
料
を
納
付
し
続
け
る
こ
と
は
、
同
法
に
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
基
礎
年
金
の
年
金
額
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
同
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
当
時
、
既
に
二
十

歳
を
超
え
て
い
た
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
四
十
年
間
分

の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
）
附
則
第
十
三
条
に
よ
り
、
同
法
附
則
別
表
第
四
に
定
め
ら
れ
た
月
数
（
そ
の
者
が
生
ま
れ
た
年
度
に
応
じ
た
、
三

百
月
か
ら
四
百
六
十
八
月
ま
で
の
月
数
）
に
つ
き
保
険
料
を
納
付
す
れ
ば
、
四
十
年
間
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
と
同
じ
満

額
の
年
金
額
を
受
給
で
き
る
と
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
年
金
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
で

あ
り
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
保
険
料
納
付
義
務
に
変
更
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い
。

六



保
険
料
納
付
済
期
間
が
満
額
の
年
金
額
を
受
給
で
き
る
月
数
に
達
し
た
時
点
か
ら
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
保
険
料

を
納
付
し
た
被
保
険
者
の
数
及
び
当
該
保
険
料
の
総
額
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
既
存
の
統
計
資
料
を
基
に
こ
れ
ら
に

つ
い
て
の
的
確
な
推
計
を
行
う
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
い
わ
ゆ
る
五
年
年
金
及
び
い
わ
ゆ
る
十
年
年
金
に
係
る
被
保
険
者
数
及
び
受
給
者
数
は
、
別
表
第
五
及
び
別
表

第
六
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
年
金
に
係
る
保
険
料
収
入
、
運
用
収
入
、
年
金
給
付
額
、
福
祉
施
設
事
業
費
支
出
額
、
そ
の
他
支
出
額

及
び
収
支
差
引
残
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
特
別
会
計
国
民
年
金
勘
定
に
お
い
て
他
の
年
金
と
共
に
一
体
的
に
経
理
し
て
い

る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
（
旧
厚
生
省
を
含
む
。
）
年
金
局
又
は
社
会
保
険
庁
の
在
職
期
間
中
に
国
際
機
関
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
年

度
別
及
び
派
遣
先
別
の
人
数
並
び
に
派
遣
目
的
、
派
遣
費
用
及
び
派
遣
の
た
め
の
財
源
は
、
別
表
第
七
の
と
お
り
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

七



厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
等
に
定
め
る
服
務
規
律
を
職
員
に
周
知
し
、
こ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
、
各
種
の
研
修
、
教
本
の

配
布
等
を
行
い
、
国
民
に
信
頼
さ
れ
る
公
正
な
職
務
遂
行
を
心
掛
け
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
同
法
に
基
づ
き
、
倫
理
監
督
官
を
置
く
と
と
も
に
、
各
部
局
等
に
倫
理
監
督
官
の
職
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
倫
理

管
理
官
を
配
置
し
、
職
員
が
特
定
の
者
と
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
関
係
を
持
つ
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
の
確
認

に
努
め
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
ほ
か
、
国
家
公
務
員
法
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
等
に
違
反
す

る
行
為
が
あ
っ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
を
厳
正
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
機
会
が
あ
る
ご
と
に
、
職
員
の
綱
紀
の
保
持
の
徹
底
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
本
年
三
月
二
十
八
日
付
け
の
東
京
社
会
保
険
事
務
局
職
員
に
対
す
る
処
分
を
踏
ま
え
、
社
会
保
険
庁
総
務
部
総
務

課
及
び
職
員
課
か
ら
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局
あ
て
「
国
家
公
務
員
倫
理
法
の
遵
守
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
七
月
二

十
四
日
付
け
事
務
連
絡
）
を
発
出
し
、
改
め
て
各
職
員
に
国
家
公
務
員
倫
理
法
等
の
趣
旨
の
周
知
徹
底
を
図
る
よ
う
指
導
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

八



年
金
額
の
改
定
に
係
る
賃
金
再
評
価
制
度
及
び
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
度
を
導
入
し
た
昭
和
四
十
八
年
以
降
に
行
っ
た
公
的
年

金
の
財
政
再
計
算
の
前
提
と
し
た
賃
金
上
昇
率
、
物
価
上
昇
率
、
運
用
利
回
り
及
び
年
金
改
定
率
は
、
別
表
第
八
の
と
お
り

で
あ
る
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
年
金
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
の
設
立
事
業
所
は
、
厚
生
年
金
の
保
険
料
の
一
部
を
国
に
納
付
す
る
こ
と

が
免
除
さ
れ
、
そ
の
免
除
さ
れ
た
部
分
は
、
基
金
に
積
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
基
金
は
、
基
金
に
加
入
し
て

い
な
い
者
に
対
し
て
は
国
が
給
付
す
る
こ
と
と
な
る
厚
生
年
金
の
給
付
の
一
部
を
代
行
す
る
こ
と
と
な
る
一
方
、
基
金
が
解

散
し
た
場
合
、
最
終
的
に
は
、
代
行
部
分
の
給
付
義
務
は
国
に
移
り
、
そ
の
原
資
と
な
る
最
低
責
任
準
備
金
も
国
へ
と
移
換

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
基
金
は
単
に
厚
生
年
金
に
上
乗
せ
し
て
年
金
を
給
付
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
基
金
の
代
行
部
分
に

係
る
財
政
は
厚
生
年
金
と
一
体
の
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
金
の
給
付
の
代
行
部
分
に
係
る
積

立
金
で
あ
る
最
低
責
任
準
備
金
及
び
代
行
部
分
の
給
付
を
無
視
し
た
厚
生
年
金
の
財
政
見
通
し
を
作
成
す
る
こ
と
は
適
当
で

は
な
く
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
厚
生
年
金
全
体
の
財
政
見
通
し
を
作
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

九



六
の
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
財
政
再
計
算
に
お
い
て
は
国
民
総
生
産
の
将
来
見
通
し
を
作
成
し
て
い
な
い
た
め
、
平
成
八
十
二
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
お
け
る
厚
生
年
金
及
び
国
民
年
金
に
係
る
年
金
給
付
額
と
保
険
料
収
入
の
差
額
の
国
民
総
生
産
に
対
す
る
比
率

を
お
示
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
取
り
ま
と
め
た
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
平
成
十
四
年
一
月
推
計
）
」
に
よ
れ

ば
、
平
成
八
十
二
年
ま
で
の
各
年
の
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
の
二
十
歳
か
ら
五
十
九
歳
ま
で
の
人
口
に
対
す
る
比
率
は
、
別

表
第
九
の
と
お
り
で
あ
る
。
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